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住
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の
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一
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面
（
一
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Ⅰ
　
序
説

一
　
本
稿
の
問
題
意
識
と
課
題

本
稿
は
、
わ
が
国
の
居
住
を
目
的
と
す
る
借
家
権
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
の
住
居
使
用
賃
借
権
を
対
象
と
し
、
そ
の
存
続
保
護
に
関
し
て
、
筆
者
が

こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
比
較
研
究
に
続
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

本
稿
の
問
題
意
識
と
も
密
接
に
関
係
す
る
が
、
土
地
・
住
居
を
め
ぐ
る
賃
貸
借
な
ど
の
不
動
産
の
利
用
関
係
、
す
な
わ
ち
、
借
地
・
借
家
の
法
的
関

係
を
対
象
と
す
る
借
地
・
借
家
法
学
が
、
わ
が
国
の
民
法
学
全
体
の
な
か
で
、
全
般
的
に
み
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
、
一
九
八
〇
年
代
、
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
借
地
・
借
家
の
法
的
関
係
を
再
検
討
し
、
借
地
・
借
家
法
学

を
再
構
成
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
始
め
た
時
期
に
、
内
田
勝
一
教
授
が
、
そ
れ
以
前
、
つ
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で

の
状
況
に
つ
き
、
論
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
論
述
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
戦
後
の
あ
る
時
期
ま
で
、
借
地
借
家
法
学
は
戦
後
の
民
法
学
の
な
か
で
、
理
論
的
進
展
の
著
し
い
、
最
も
優
れ
た
領
域
を
形
成
し
て
き
た
。
近

代
的
土
地
所
有
権
（
賃
借
権
）
論
、
借
地
借
家
法
の
性
格
論
争
、
居
住
権
論
、
信
頼
関
係
理
論
な
ど
は
そ
の
光
彩
な
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
戦
後
の

き
び
し
い
住
宅
難
と
借
地
借
家
法
学
の
理
論
的
進
展
の
な
か
で
、
正
当
事
由
、
信
頼
関
係
理
論
な
ど
の
判
例
理
論
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
立
法
に
よ
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る
改
革
も
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
判
例
理
論
が
確
立
し
、
実
社
会
の
借
地
借
家
関
係
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
規
範
な
い
し
慣
行
と
し
て
定
着
し
、

他
方
で
は
住
宅
難
が
相
対
的
に
緩
和
し
借
地
借
家
紛
争
が
社
会
的
意
義
を
乏
し
く
し
て
い
く
な
か
で
、
戦
後
民
法
学
全
体
を
リ
ー
ド
す
る
立
場
に
あ

っ
た
借
地
借
家
法
学
は
そ
の
花
形
と
し
て
の
地
位
を
次
第
に
失
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」
（
１
）。

民
法
学
全
体
の
な
か
で
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
借
地
借
家
法
学
の
理
論
的
進
展
」
は
、
一
九
九
一
年
に
成
立
し
た
「
借
地
借
家
法
」
を
め
ぐ
る

法
改
正
論
議
の
時
期
、
さ
ら
に
、「
定
期
建
物
賃
貸
借
」
が
創
設
さ
れ
た
時
期
を
経
て
、
現
在
、
再
び
、
滞
り
つ
つ
あ
り
、
借
地
・
借
家
法
学
に
対

し
て
、
高
い
理
論
的
な
関
心
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
、
最
近
で
は
ま
た
、
あ
ま
り
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、

お
そ
ら
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
先
頃
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
誌
上
に
て
、
不
動
産
法
学
の
新
た
な
役
割
、
理
論
的
な
枠
組
み
の
再
検

討
を
志
向
し
て
、「
不
動
産
法
セ
ミ
ナ
ー
」
と
題
す
る
新
た
な
連
載
が
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
不
動
産
を
め
ぐ
る
現
状
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
一
般
的
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
・
・
・
・
供
給
の
逼
迫
と
い
う
事
情
が
薄
ら

ぐ
傾
向
に
あ
る
事
情
を
反
映
し
て
か
、
不
動
産
の
利
用
を
め
ぐ
る
権
利
調
整
へ
の
関
心
も
、
か
つ
て
ほ
ど
厚
み
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
他
方
、
こ
れ
ら

に
呼
応
し
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
、
学
界
に
お
い
て
は
、
不
動
産
法
を
論
ず
る
こ
と
に
輝
き
を
感
じ
る
世
代
は
ど
こ
か
に
し
り
ぞ
い
て
し
ま
っ
た

か
に
見
え
る
」
（
２
）、

と
い
う
認
識
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
新
進
気
鋭
の
民
法
の
研
究
者
の
研
究
動
向
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
日
本
私
法
学
会
に
お
け
る
研

究
報
告
を
洗
っ
て
み
て
も
、
た
だ
ち
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
一
〇
年
間
ほ
ど
の
研
究
報
告
に
お
い
て
、
土
地
・
住
居
を
め
ぐ
る
賃
貸
借
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住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

三
八

な
ど
の
不
動
産
の
利
用
関
係
を
正
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
報
告
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
認
識
一
般
は
、
ど
う
も
わ
が
国
に
限
ら
れ
た
特
殊
性
で
あ
る
と
も
片
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
一
般
的
な
認
識
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
の
知
り
う
る
ひ
と
つ
の
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
ケ
ル
ン
大
学
の
イ
エ

ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
マ
イ
ン
ケ
教
授
は
、「
・
・
・
・
裁
判
所
、
お
よ
び
、
平
均
的
な
弁
護
士
実
務
に
お
い
て
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
の
問
題
は
、

伝
統
的
に
、
好
ま
し
く
な
く
、
法
学
的
に
実
り
が
少
な
い
と
思
わ
れ
、
消
極
的
な
態
度
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
と
取
り
組
ま
れ
る
・
・
・
・
大
学
の
専

門
教
育
に
お
い
て
も
、
使
用
賃
貸
借
法
は
、
前
々
か
ら
、
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
た
し
、
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
。
実
務
的
に
は
大
き
な
意
義
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
講
義
に
お
い
て
は
、
売
買
法
、
さ
ら
に
ま
た
、
労
働
法
と
比
較
し
て
も
、
使
用
賃
貸
借
法
は
、
依
然
と
し
て
、
全
く
従
属

的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
３
）、

と
い
う
一
般
的
な
認
識
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
一
般
的
な
認
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
要
因
は
、
相
当
に
複
合
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
複
合
的
な

要
因
を
析
出
・
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
重
要
な
課
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
稿
の
課
題
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
要
因
に
関

連
す
る
こ
と
と
し
て
、「
住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
」
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
借
家
権

の
存
続
保
護
と
い
う
法
領
域
に
関
し
て
、
現
時
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
日
本
法
に
お
け
る
判
例
・
学
説
の
理
論
に
い
ま
だ
本
格
的
な
検
討
・
考
察

を
加
え
て
い
な
い
段
階
で
、
筆
者
の
憶
測
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
特
に
、
次
の
点
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
、
借
家
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
（
総
合
判
断
方
式
・
利
益
比
較
原
則
）
が
判
例
法
理
と
し
て
確
立

さ
れ
（
４
）、

こ
の
判
断
枠
組
み
に
つ
き
、
財
産
上
の
給
付
の
申
出
の
取
り
扱
い
の
点
を
除
く
と
、
あ
ま
り
大
き
な
変
化
な
い
し
展
開
が
み
ら
れ
ず
、
他
方



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

に
お
い
て
、
さ
り
と
て
、
既
存
の
判
断
枠
組
み
が
十
分
に
有
効
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
面
が

あ
る
も
の
の
、
判
断
枠
組
み
の
再
検
討
、
さ
ら
に
は
、
再
構
成
を
ど
の
よ
う
な
形
で
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
不
明
な
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
根
本
的
な
問
題
意
識
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
し
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
比
較
研
究
（
５
）と

、
ど
の
よ
う

な
形
で
接
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
使
用
賃
借
権
に
関
し
て
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
存
続
保
護
に
焦
点
を
あ
て
、
現
行
法
に
お
け
る
存
続
保
護
の
基
本

的
な
仕
組
み
を
把
握
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
基
本
的
な
仕
組
み
を
構
成
し
て
い
る
法
規
範
が
形
成
さ
れ
た
立
法
の
展
開
過
程
を
考
察
す
る
こ
と

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
作
業
に
続
く
も
の
と
し
て
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
に
考
察
の
対

象
を
広
げ
よ
う
と
す
る
試
み
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
を
考
察
す
る
と
い
う
課
題
に
あ
た
っ
て
の
筆
者
の
問
題
意
識
は
、
次
の

よ
う
で
あ
る
。

住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
仕
組
み
は
、
一
九
六
〇
年
以
降
に
お
け
る
立
法
の
展
開
過
程
の
歴
史
的
な
所
産
と
し
て
の
混

合
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
大
ま
か
に
い
う
と
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
に
お
け
る
三
つ
の
規
定
を
柱
と
し
て
、
原
則
と
し
て
の

「
二
重
の
存
続
保
護
」
と
、
そ
の
例
外
と
し
て
の
「
定
期
賃
貸
借
契
約
」
と
い
う
二
つ
の
法
制
度
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
仕
組
み
を
包
ん
で
い
る
、
よ
り
大
き
な
法
的
枠
組
み
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、「
社

会
的
な
賃
貸
借
・
住
居
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
法
的
枠
組
み
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
初
期
か
ら
妥
当
し
て
い
た
「
賃
借
人
保
護
法
」
が

廃
止
さ
れ
る
と
同
時
に
、
一
九
六
〇
年
以
降
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
社
会
的
な
賃
貸
借
・
住
居
法
」
と
い
う
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
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用
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の
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面
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）

四
〇

特
に
、
次
の
二
つ
の
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、「
社
会
的
な
賃
貸
借
・
住
居
法
」
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
一
般
私
法
の
法
典
に
も
と
づ
く
賃
貸
借
法
が
、
か
つ
て
の
「
賃
借
人
保
護

法
」
に
含
ま
れ
て
い
た
社
会
法
的
な
内
容
を
と
も
な
う
一
連
の
規
定
を
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
そ
れ
が
社
会
的
・
現
代
的
に
形
成
・
修
正
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
個
別
的
な
法
領
域
に
つ
き
、
そ
れ
を
一
般
私
法
の
法
典
で
あ
る
民
法
典
か

ら
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
民
法
典
の
領
域
に
お
い
て
、「
市
民
的
な
自
由
と
社
会
的
な
正
義
の
調
整
な
い
し
統
合
」
を
試
み
る
と
い
う
方
向
へ
の

大
転
換
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、「
社
会
的
な
賃
貸
借
・
住
居
法
」
に
お
い
て
は
、
以
前
の
「
賃
借
人
保
護
」
と
い
う
理
念
に
代
わ
り
、
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者

間
に
お
け
る
「
協
力
関
係
」
と
い
う
理
念
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
間
に
は
強
者
と

弱
者
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
支
配
と
従
属
の
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
賃
貸
人
と
賃
借
人
は
、
賃
貸
借
契
約
に
よ
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
共
に
法
的
生
活
を
営
む
と
い
う
考
え
方
へ
と
大
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
二
つ
の
点
を
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
実
際
の
裁
判
例
の
考
察
を
通
し
て
検
証
し
て
み
た
い
、
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
民
法
典
の
領
域
に
お
い
て
、
社
会
的
な
観
点
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
な
し
に
、「
市
民
的
な
自
由
と
社
会
的
な
正
義
の
調
整
な
い
し

統
合
」
が
、
現
実
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
達
成
さ
れ
て
い
る
の
か
（
あ
る
い
は
、
達
成
さ
れ
て
い
な
い
の
か
）、
ま
た
、「
協
力
関
係
」
と
い
う

理
念
が
、
実
際
、
ど
の
よ
う
な
形
で
機
能
し
て
い
る
の
か
（
あ
る
い
は
、
機
能
し
て
い
な
い
の
か
）、
と
い
う
点
の
検
討
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
市
民
的
な
自
由
と
社
会
的
な
正
義
の
調
整
な
い
し
統
合
」
の
形
態
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
特
に
、
い
か
な
る
視
角
・
観
点

が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
を
め
ぐ
る
一
九
六
〇
年
以
降
に
お
け
る
立
法
の
展
開
過
程
を
、
立
法
過
程
に
お
け
る
審
議
も
含
め
て
考
察
し
て
み

る
と
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
存
続
保
護
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
は
、
具
体
的
な
法
規
範
の
形
成
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
二
大
政
党
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ

ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
と
社
会
民
主
党
の
対
抗
関
係
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
は
、
根
本
的
に
は
、
賃

貸
住
居
の
性
質
の
理
解
と
密
接
に
関
連
し
、
住
居
の
所
有
権
に
お
い
て
、「
法
的
・
経
済
的
な
保
障
」
と
い
う
側
面
と
、「
社
会
的
な
義
務
・
社
会
的

な
拘
束
」
と
い
う
側
面
の
ど
ち
ら
を
よ
り
重
要
視
す
る
か
、
と
い
う
点
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
は
、
住
居
は
、
商
品
で
は
な
く
、
社
会
的
な
特
別
の
意
義
を
有
す
る
財
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
ま
さ
に
経

済
的
な
財
で
も
あ
る
、
と
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
、「
住
居
の
所
有
権
の
法
的
・
経
済
的
な
保
障
」
に
も
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考

え
方
を
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
民
主
党
に
よ
る
と
、
住
居
は
、
人
間
的
に
生
き
る
生
活
の
中
心
点
で
あ
り
、
全
く
特
別
な
法
益
で
あ

る
、
と
理
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、「
住
居
の
所
有
権
に
お
け
る
社
会
的
な
義
務
・
社
会
的
な
拘
束
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
に
か
ん
が
み
る
と
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
裁
判
例
を
考
察
す
る
作
業
を
進
め
る
際
に
は
、
敷
地
の
構
成
部
分
と
し
て
の
住

居
を
め
ぐ
る
、「
所
有
権
と
住
居
使
用
賃
借
権
と
の
法
的
関
係
」
と
い
う
視
角
・
観
点
が
、
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
住
居
使

用
賃
借
権
と
対
峙
す
る
と
こ
ろ
の
、
住
居
の
「
所
有
権
」
自
体
に
、
よ
り
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
の
問
題
意
識
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
次
に
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
具
体
的
な
素
材
に
関
し
て
、
確
認

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

四
一



住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

四
二

二
　
本
稿
の
具
体
的
な
素
材
に
関
す
る
確
認

ド
イ
ツ
の
使
用
賃
貸
借
法
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
法
改
正
に
よ
っ
て
、
使
用
賃
貸
借
法
の
「
簡
易
化
」
と
「
内
容
的
な
現
代
化
」
を
柱
と
し

て
、
か
な
り
大
掛
か
り
な
新
た
な
展
開
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
筆
者
が
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
（
６
）、

住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保

護
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
は
じ
め
に
、
本
稿
の
考
察
に

と
っ
て
必
要
な
限
り
で
、
現
行
法
に
お
け
る
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
の
み
を
確
認
し
て

お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
初
め
か
ら
期
間
の
定
め
の
な
い
住
居
使
用
賃
貸
借
契
約
、
お
よ
び
、
期
間
の
定
め
が
あ
り
な
が
ら
、「
定
期
賃
貸
借
契
約
」
の
要

件
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
五
条
一
項
一
文
）
が
満
た
さ
れ
な
い
結
果
、
期
間
の
定
め
な
く
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
契
約
（
同
条

一
項
二
文
）
に
は
、
原
則
と
し
て
の
「
二
重
の
存
続
保
護
」
が
適
用
さ
れ
る
。

「
二
重
の
存
続
保
護
」
と
は
、
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
を
め
ぐ
る
判
断
・
評
価
が
二
段
階
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
が
賃
貸
人
の
通
常
の
解
約
告
知
に
よ
っ
て
終
了
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
に
お
け
る
賃
貸
人
の
「
正
当

な
利
益
」
が
肯
定
さ
れ
、
第
二
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
に
お
け
る
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
二
重
の
存
続
保
護
」
に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
は
、
今
日
、
補

充
的
な
機
能
の
み
を
有
し
て
い
る
。

他
方
、
原
則
で
あ
る
「
二
重
の
存
続
保
護
」
に
対
す
る
例
外
に
あ
た
る
も
の
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
五
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
「
定
期
賃
貸
借
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契
約
」
で
あ
る
。「
定
期
賃
貸
借
契
約
」
と
は
、「
二
重
の
存
続
保
護
」
の
適
用
を
受
け
な
い
と
こ
ろ
の
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
契

約
で
あ
り
、
合
意
さ
れ
た
期
間
の
満
了
と
と
も
に
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
定
期
賃
貸
借
契
約
」
の
締
結
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
、

な
い
し
、「
定
期
賃
貸
借
契
約
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
依
然
と
し
て
厳
格
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

さ
て
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
仕
組
み
の
概
要
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
の
考
察
に
お
い
て
具
体
的
な
素
材

と
さ
れ
る
裁
判
例
は
、
こ
の
う
ち
、
原
則
と
し
て
の
「
二
重
の
存
続
保
護
」
の
第
一
段
階
に
関
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、「
二
重
の
存
続
保
護
」
の

中
核
を
形
成
し
て
い
る
（
７
）と

こ
ろ
の
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
に
関
す
る
裁
判
例
で
あ
る
。
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
は
、
二
〇
〇
一
年
法
改
正
に
も
と
づ
い

て
、
基
本
的
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ
条
の
規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
（
８
）、

次
に
、
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
の
規
定
に
関
し
て
、
そ
の
構
造

を
簡
単
に
条
文
で
確
認
し
つ
つ
（
９
）、

本
稿
の
考
察
の
具
体
的
な
素
材
を
さ
ら
に
限
定
し
て
お
き
た
い
。

使
用
賃
貸
借
関
係
一
般
に
お
い
て
、
通
常
の
解
約
告
知
は
、
継
続
的
な
債
務
関
係
と
し
て
の
使
用
賃
貸
借
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
を
、
両

当
事
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
解
約
告
知
の
可
能
性
に
関
し
て
、
一
定
の
理
由
が
基
準
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
一
般
的
な
原
則
は
、
住
居
に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
し
て
は
、
修
正
さ
れ
る
。
住
居
使
用
賃
貸
借
契
約
の
賃

貸
人
の
解
約
告
知
は
、
賃
貸
人
が
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
「
正
当
な
利
益
」
を
有
す
る
こ
と
に
依
存
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
賃
貸
人
は
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
き
、
正
当
な
利
益
を
有
す
る
と
き
に
の
み
、
解
約
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
一
項
一
文
）、
と
い
う
条
文
が
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
原
則
と
し
て
、「
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
に
関
す
る
理
由
は
、
解
約

告
知
の
通
告
書
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
条
三
項
一
文
）。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
は
、
賃
借
人
の
不
利
益
と
な
る
よ
う
に
合
意
に

四
三



住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

四
四

よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
条
四
項
）。
な
お
、
賃
借
人
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
理
由
な
し
に
、
通
常
の
解
約
告
知
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

賃
貸
人
の
「
正
当
な
利
益
」
と
い
う
概
念
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
不
確
定
・
不
特
定
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
が
み
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七

三
条
二
項
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
個
別
的
な
解
約
告
知
理
由
を
、
例
示
的
に
列
挙
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
住
居
使
用

賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
賃
貸
人
の
「
正
当
な
利
益
」
は
、
五
七
三
条
二
項
に
よ
る
と
、「
特
に
」、
次
の
場
合
に
存
在
す
る
、
と
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
賃
借
人
が
、
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
そ
の
契
約
上
の
諸
々
の
義
務
に
少
な
か
ら
ず
違
反
し
た
場
合
」（
一
号
）、「
賃
貸

人
が
、
自
己
、
そ
の
家
族
構
成
員
、
ま
た
は
、
そ
の
世
帯
構
成
員
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
空
間
を
住
居
と
し
て
必
要
と
す
る
場
合
」（
二
号
）、
お
よ

び
、「
賃
貸
人
が
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
相
当
な
経
済
的
利
用
を
妨
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
著
し
い
不
利

益
を
被
る
場
合
」（
三
号
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
示
さ
れ
た
場
合
は
、
わ
ず
か
な
文
言
上
の
変
更
を
と
も
な
っ
て
、
内
容
的
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五

六
四
ｂ
条
二
項
一
号
な
い
し
三
号
に
相
応
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
二
項
二
号
に
関
す
る
裁
判
例
、
い
わ
ゆ
る
賃

貸
人
の
「
自
己
必
要
」（E

igen
b

ed
arf

）
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
に
考
察
の
対
象
を
限
定
す
る
も
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
二
項
二
号
に
よ
る
と
、
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
賃
貸
人
の
「
正
当
な
利
益
」
は
賃
貸
人

に
自
己
使
用
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
自
己
使
用
の
必
要
性
の
判
断
に
関
し
て
は
、
日
本
法

に
お
け
る
「
正
当
事
由
」
の
有
無
の
判
断
と
の
関
係
で
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
（
10
）。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
自
己
使
用
の
必
要
性
の
判
断
に
関
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
賃
貸
人
の
利
益
の
み
が
基
準
と
さ
れ
、
賃
借
人
の
個
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別
的
・
具
体
的
な
利
益
と
の
比
較
衡
量
は
行
わ
れ
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
賃
借
人
の
利
益
は
、
個
別
的
な
場
合
に
お
け

る
、
両
当
事
者
の
そ
の
時
々
の
利
益
状
況
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
一
般
的
・
抽
象
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
賃
貸
人
の
利
益
と
対
立

す
る
と
こ
ろ
の
、
賃
借
人
の
具
体
的
な
諸
々
の
利
益
は
、
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
を
め
ぐ
る
判
断
・
評
価
が
「
二
重
の
存
続
保
護
」
の
第
二

段
階
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
に
お
け
る
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
に
関
す
る
審
理
・
審
査
の
段
階
に
及
ぶ
と
き
、
は
じ
め
て
法
的

な
効
果
を
展
開
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
事
案
に
お
け
る
正
義
の
実
現
が
、
五
七
四
条
の
枠
組
み
に
お
け
る
比
較
衡
量
に
留
保
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
五
七
三
条
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
生
活
の
中
心
点
と
し
て
の
住
居
を
保
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
賃
借
人
の
一
般
的
・
抽
象

的
な
利
益
が
、
賃
貸
人
の
利
益
と
比
較
衡
量
さ
れ
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
の
利
益
は
、
住
居
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
賃
借
人
の
一
般
的
・
抽
象
的
な
利
益
を
凌
駕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
憲
法
上
の
法
規
範
・
法
命
題
と
の
関
係

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
を
考
察
の
具

体
的
な
素
材
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
続
い
て
、「
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
判
断
枠
組
み
の
再
構
成
を
模
索
す
る
」
と
い
う
本
稿
の
副
題

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
関
し
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

す
で
に
一
に
お
い
て
論
述
し
た
よ
う
に
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
実
際
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
、
民
法
典
の
領
域
に
お
け
る

「
市
民
的
な
自
由
と
社
会
的
な
正
義
の
調
整
な
い
し
統
合
」
の
具
体
的
な
形
態
を
検
討
し
、
ま
た
、「
協
力
関
係
」
と
い
う
理
念
の
実
際
の
機
能
を
考

四
五
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）

四
六

察
す
る
と
い
う
、
本
稿
の
課
題
に
取
り
組
む
に
際
し
て
は
、
住
居
使
用
賃
借
権
と
対
峙
す
る
と
こ
ろ
の
、
住
居
の
「
所
有
権
」
自
体
に
よ
り
焦
点
が

あ
て
ら
れ
、
住
居
を
め
ぐ
る
「
所
有
権
と
住
居
使
用
賃
借
権
と
の
法
的
関
係
」
と
い
う
視
角
・
観
点
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
角
・
観
点
の
設
定
が
、「
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
判
断
枠
組
み
の
再
構
成
を
模
索
す
る
」
と
い
う
こ
と

に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
が
、
ど
の

よ
う
な
判
断
枠
組
み
を
も
っ
て
実
際
の
事
案
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
裁
判

例
の
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
点
に
つ
い
て
の
み
、
述
べ
て
お
く
こ

と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
点
は
、
い
ず
れ
も
、
判
断
枠
組
み
の
基
礎
に
関
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

ま
ず
ひ
と
つ
は
、
や
や
唐
突
な
感
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
憲
法

上
の
法
規
範
・
法
命
題
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
の
連

邦
憲
法
裁
判
所
が
、
そ
の
相
当
数
の
裁
判
例
を
も
っ
て
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
の
問
題
と
取
り
組
み
、
不
可
避
的
に
、
私
法
に
対
し
て
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
ま
え
も
っ
て
少
し
説
明
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
一
九
五
一
年
に
創
設
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
連
邦
裁
判
所
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
憲
法
問
題
に
つ
い
て

の
判
断
を
下
す
権
限
が
排
他
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
連
邦
裁
判
所
で
あ
る
（
11
）。

す
な
わ
ち
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
地
位
は
、
司
法
権
の
一

部
を
な
す
『
裁
判
所
』
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
憲
法
機
関
』
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
権
の
行
使
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
の
裁
判
所
と
は
異
な
る
特
別

の
地
位
に
あ
る
」
（
12
）。

ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
のE

n
tsch

eid
u

n
g

、
す
な
わ
ち
、「
決
定
」
（
13
）

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
国
家
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機
関
を
拘
束
し
、
さ
ら
に
、
一
定
の
場
合
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
決
定
は
、
当
該
事
案
の
当
事
者
を
拘
束
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
的
な
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
（
14
）。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
機
能
な
い
し
権
限
は
、
き
わ
め
て
広
範
か
つ
強
力
で
あ
る
（
15
）、

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

違
憲
審
査
権
を
集
中
的
に
行
使
す
る
ほ
か
、
連
邦
最
高
機
関
の
争
訟
や
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
争
訟
の
裁
判
権
、
政
党
の
違
憲
性
を
確
定
す
る
権
限
、

連
邦
大
統
領
を
罷
免
す
る
権
限
な
ど
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
16
）。

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
は
、
具
体
的
な
事
案
を
前
提
と
す
る
具
体
的
規
範
統
制
（
基
本
法
一
〇
〇
条
一
項
）、
具
体
的
な
事
案
を
前

提
と
し
な
い
抽
象
的
規
範
統
制
（
九
三
条
一
項
二
号
）、
お
よ
び
、
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
基
本
権
を
侵
害
さ
れ
た
人
が
提
起
す
る
憲
法
訴
願
な

い
し
憲
法
異
議
（
九
三
条
一
項
四
ａ
号
）
の
審
査
な
ど
の
形
式
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
（
17
）。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
と
り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
審
査
形
式
は
、
憲
法
訴
願
な
い
し
憲
法
異
議
（V

erfassu
n

gsb
esch

w
erd

e

）
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
訴
願
は
、
個
人
が
公
権
力
に
よ
る
基
本
権
侵
害
か
ら
の
救
済
を
求
め
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と

の
で
き
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
量
的
に
も
、
憲
法
裁
判
全
体
の
な
か
で
、
公
権
力
に
よ
る
基
本
権
侵
害

の
存
否
を
争
う
憲
法
訴
願
の
割
合
は
九
六
％
を
占
め
て
い
る
（
18
）、

と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
次
の
点
で
あ
る
（
19
）。

そ
れ
は
、
基
本
法
九
三
条
一
項
四
ａ
号
の
意
味
に
お
け
る
「
公
権
力
」

に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
立
法
機
関
、
執
行
機
関
と
と
も
に
、
司
法
機
関
で
あ
る
裁
判
所
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
民
事
裁
判
所
も
ふ
く
ま
れ

る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
最
終
審
の
民
事
判
決
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
上
の
手

段
を
と
り
尽
く
し
た
後
で
（
基
本
法
九
四
条
二
項
参
照
）
（
20
）、

連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
憲
法
訴
願
の
提
起
が
原
則
と
し
て
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

四
七
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カ
ナ
ー
リ
ス
教
授
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、「
基
本
権
と
私
法
の
関
係
」
が
集
中
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
実
際
上
の
主
た
る
理
由
の
ひ
と
つ
を
、
こ

の
「
民
事
判
決
に
対
す
る
憲
法
訴
願
の
可
能
性
」
と
い
う
ド
イ
ツ
法
の
特
殊
性
に
求
め
て
い
る
（
21
）。

次
に
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
と
い
う
法
領
域
は
私
法
の
一
部
で
あ
り
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
法
規
範
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
一
般

私
法
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
法
と
憲
法
上
の
法
規
範
・
法
命
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
稿
の
考
察
対
象
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
、
基
本
的
な
こ
と
が
ら
だ
け
で
も
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

基
本
法
、
よ
り
正
確
に
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
は
、
そ
の
第
一
章
に
「
基
本
権
」
と
い
う
章
を
設
け
、
一
条
か
ら
一
九
条
ま
で
の
規
定
を

お
い
て
い
る
ほ
か
、
基
本
権
の
章
以
外
に
も
、
基
本
権
同
様
の
権
利
と
称
さ
れ
る
権
利
に
関
す
る
規
定
を
有
し
て
い
る
（
22
）。

基
本
権
（
お
よ
び
基
本
権

同
様
の
権
利
）
は
、
基
本
法
と
い
う
実
定
憲
法
の
諸
規
定
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
す
べ
て
の
公
権
力
（
立
法
、
執
行
権
お
よ
び
裁
判
）
を
拘
束
す
る
最

高
法
規
と
し
て
の
効
力
を
与
え
ら
れ
（
基
本
法
一
条
三
項
）、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
23
）。

本
稿
の
考
察
で
問
題
と
な
る
と

こ
ろ
の
、
憲
法
上
の
法
規
範
・
法
命
題
と
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
権
に
関
す
る
法
規
範
・
法
命
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
私
法
に
対
す
る
基
本
権
の
影
響
、
基
本
権
と
私
法
の
関
係
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
さ
き
の
カ
ナ
ー
リ
ス
教
授
お
よ
び
松
本
和
彦
教
授
の
論
稿
等
を
参
照
し
つ
つ
、
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
（
24
）。

第
一
に
、
私
人
は
基
本
権
の
主
体
で
あ
っ
て
、
基
本
権
の
名
宛
人
は
あ
く
ま
で
公
権
力
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
基
本
権

は
、
直
接
的
に
は
国
家
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
、
他
の
私
法
上
の
権
利
主
体
を
名
宛
人
と
は
し
な
い
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
私
人
は
、
自
己
の

基
本
権
に
よ
っ
て
公
権
力
を
義
務
づ
け
る
側
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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そ
う
す
る
と
、
第
二
に
、
基
本
権
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
対
象
は
、
国
家
の
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
国
家
の
行
為
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
特
に
、
制
定
法
、
お
よ
び
、
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
法
上
の
権
利
主
体
の
行
為
と
し
て
の
法
律
行
為

や
不
法
行
為
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
私
人
が
基
本
権
の
名
宛
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
基
本
権
に
よ
る
審
査
の
対

象
で
は
な
い
。

第
三
に
、
第
一
と
第
二
の
点
を
踏
ま
え
て
、
基
本
権
は
、
次
の
よ
う
な
二
重
の
性
格
な
い
し
機
能
を
有
す
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、

主
観
的
防
御
権
と
し
て
の
基
本
権
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
客
観
的
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
権
で
あ
る
。

基
本
権
は
、
第
一
次
的
に
は
、
公
権
力
の
侵
害
に
対
す
る
主
観
的
な
防
御
権
と
し
て
機
能
す
る
。
私
人
の
基
本
権
に
対
し
て
国
家
の
侵
害
が
な
さ

れ
た
場
合
、
私
人
は
自
己
の
基
本
権
を
引
き
合
い
に
出
し
て
防
御
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
基
本
権
が
、
私
人
と
国
家
の
二
面
関
係
に
作
用

す
る
こ
と
に
な
る
。
防
御
権
と
し
て
の
基
本
権
を
保
障
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
法
的
判
断
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
基
本
権
の
保
護
領
域
に
介
入
す

る
国
家
の
行
為
は
、
形
式
・
実
質
の
両
面
か
ら
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、
正
当
化
で
き
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
基
本
権
侵
害

と
し
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
の
基
本
権
の
性
格
は
、
基
本
権
が
全
法
秩
序
の
客
観
的
な
指
導
原
理
、
す
な
わ
ち
、
客
観
的
原
則
規
範
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
こ
の
点
は
、
民
事
裁
判
所
が
民
法
の
一
般
条
項
を
解
釈
・
適
用
す
る
際
に
基
本
権
の
意
義
を
十
分
に
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ

れ
た
と
こ
ろ
の
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
五
八
年
の
判
決
（
リ
ュ
ー
ト
判
決
）
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
基
本
権
は
、

主
観
的
防
御
権
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
原
則
規
範
と
し
て
す
べ
て
の
法
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
立
法
・
行
政
・
司
法
に
『
指
針
と
刺
激
』

を
与
え
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
形
成
的
作
用
は
一
般
に
照
射
効
と
呼
ば
れ
る
。
基
本
権
の
照
射
効
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
基
本
権
適
合
的
な
法
律

四
九



住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

五
〇

形
成
を
、
行
政
は
基
本
権
適
合
的
な
法
律
執
行
を
、
司
法
は
基
本
権
適
合
的
な
法
律
の
解
釈
・
適
用
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
」
（
25
）

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
法
に
属
す
る
法
律
も
、
原
則
と
し
て
、
公
法
に
属
す
る
法
律
と
同
じ
よ
う
に
、
直
接
、
基
本
権
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
民
事
裁
判
所
に
よ
る
私
法
規
範
の
解
釈
・
適
用
が
基
本
権
の
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
い

わ
ゆ
る
憲
法
適
合
的
な
解
釈
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
26
）。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
原
則
規
範
と
し
て
の
機
能
が
獲
得
（
再
発
見
）
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
、
私
人
と
国
家
の
関
係
に
作
用
す
る

と
理
解
さ
れ
て
き
た
基
本
権
が
、
間
接
的
か
直
接
的
か
と
い
う
点
で
は
議
論
が
あ
る
も
の
の
（
27
）、

私
法
上
の
権
利
主
体
相
互
間
の
関
係
に
も
効
力
を
及

ぼ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
基
本
権
の
名
宛
人
は
あ
く
ま
で
公
権
力
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、
契
約
に
よ
っ
て
、
事
実
上
劣
位
に
あ
る
私
人
が
み
ず
か
ら
基
本
権

を
制
限
し
て
い
る
が
、
そ
の
私
人
の
自
己
決
定
は
実
際
上
優
位
に
あ
る
相
手
方
に
よ
る
他
者
決
定
に
転
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
通
説
に
よ
る
と
、

次
の
よ
う
な
理
論
化
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
は
、
私
人
間
の
関
係
に
国
家
を
加
え
て
、
一
方
で
、
国
家
が
優
位
に
あ
る
私
人
の
基
本
権
を

制
限
し
、
他
方
で
、
国
家
が
劣
位
に
あ
る
私
人
の
基
本
権
を
保
護
す
る
と
い
う
三
面
関
係
と
し
て
構
成
す
る
。
優
位
に
あ
る
私
人
の
基
本
権
を
制
限

す
る
場
面
で
は
防
御
権
が
問
題
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
劣
位
に
あ
る
私
人
の
基
本
権
を
保
護
す
る
場
面
で
問
題
と
な
る
の
が
、
国
家
の
基
本
権
保

護
義
務
（
28
）で

あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
基
本
権
保
護
義
務
は
国
家
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
、
私
法
関
係
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、

私
人
を
他
の
私
人
か
ら
保
護
す
る
義
務
を
負
う
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
基
本
権
保
護
義
務
に
お
い
て
は
、
十
分
な
保
護
を
与
え

て
い
な
い
と
い
う
国
家
の
不
作
為
が
問
題
と
な
る
か
ら
、
可
能
な
保
護
措
置
は
複
数
想
定
で
き
、
そ
の
判
断
枠
組
み
の
形
成
は
な
お
暗
中
模
索
の
状

況
に
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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以
上
の
説
明
を
踏
ま
え
る
と
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
、
さ
ら
に
絞
っ
て
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
と

す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
を
具
体
的
に
考
察
す
る
作
業
を
行
う
際
、
そ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
憲
法
上
の
法

規
範
・
法
命
題
が
ど
の
よ
う
な
形
で
関
係
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
点
も
お
の
ず
と
理
解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
住
居
使
用
賃
貸
借
法
に
属

す
る
法
規
範
の
解
釈
・
適
用
に
お
い
て
も
、
憲
法
上
の
法
規
範
・
法
命
題
に
反
す
る
解
釈
・
適
用
が
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

裁
判
例
に
お
い
て
も
、
基
本
権
の
侵
害
の
有
無
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
の
法
規
範
そ
れ
自
体

が
、
基
本
権
に
て
ら
し
て
審
査
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
か
な
り
精
力
的
に
住
居
使
用
賃
貸
借
法
の
領
域
の
事
案
と
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ
き
に
一
で
触
れ
た
マ
イ
ン
ケ
教

授
に
よ
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
住
居
使
用
賃
貸
借
法
の
領
域
に
き
わ
め
て
多
く
の
注
意
を
注
い
で
い
る
結
果
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
が
憲
法
上

の
法
規
範
・
法
命
題
の
網
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
展
開
に
対
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
疑
念
や
危
惧
が
感
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
、
住
居
使
用
賃
貸
借
法
に
お
い
て
は
、
法
学
の
中
心
的
な

問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
29
）。

と
こ
ろ
で
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、
具
体
的
に
関
係
し
て

く
る
憲
法
上
の
基
本
権
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
い
ま
ひ
と
つ

の
点
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

五
一



住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

五
二

四
　
問
題
と
な
る
法
領
域
の
転
換

い
ま
ひ
と
つ
の
あ
ら
か
じ
め
留
意
す
べ
き
点
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
、
と
り
わ
け
、
賃
貸
人
の

「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
民
法
の
財
産
法
と
い
う
大
き
な
枠
の
な
か
で

み
る
と
、
問
題
と
な
る
法
領
域
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、
そ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
具
体
的
に
関
係

し
て
く
る
憲
法
上
の
基
本
権
が
何
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
住
居
使
用
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
間
の
諸
々
の
利
益
の
対
立
に
関
す
る
規
整
を
憲
法
上
評
価
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、

通
常
、
基
本
法
一
四
条
を
強
調
す
る
（
30
）。

そ
し
て
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例

に
お
い
て
は
、
特
に
、
こ
の
基
本
法
一
四
条
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
31
）、

と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
と
き
に
は
、
基
本
法
一
条
、
二
条
、

三
条
、
五
条
、
六
条
、
お
よ
び
、
二
〇
条
、
な
ら
び
に
、
一
〇
一
条
、
一
〇
三
条
の
観
点
の
も
と
で
の
異
議
が
さ
ら
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
手
続
法
上
の
問
題
が
問
わ
れ
、
実
体
法
上
の
問
題
は
後
景
に
退
い
て
い
る
（
32
）、

と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
基
本
法
一
四
条
は
、「
所
有
権
お
よ
び
相
続
権
は
、
保
障
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
お
よ
び
制
限
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。」（
一

項
）、「
所
有
権
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
所
有
権
の
行
使
は
、
同
時
に
、
公
共
の
福
祉
に
役
立
つ
べ
き
で
あ
る
。」（
二
項
）、
と
い
う
法
規
範
で
あ

る
。
こ
の
基
本
法
一
四
条
の
意
味
に
お
け
る
「
所
有
権
」
の
概
念
・
内
容
は
、
民
法
上
の
「
所
有
権
」
の
そ
れ
と
は
基
本
的
に
異
な
る
点
が
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
に
よ
る
「
所
有
権
」
の
保
障
の
圏
内
に
、
民
法
上
の
「
所
有
権
」、
す
な
わ
ち
、
物
に
つ
い
て
の
所
有
権

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
念
の
余
地
が
な
い
（
33
）、

と
い
え
よ
う
。
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連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
基
本
法
一
四
条
に
お
け
る
基
本
権
（
所
有
権
の
保
障
）
に
も
と
づ
き
、
本
稿
の
具
体
的
な
考
察
対
象
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
七
三
条
二
項
二
号
（
な
い
し
旧
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
）
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、
民
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
当
該
法

規
範
の
解
釈
・
適
用
、
さ
ら
に
、
当
該
法
規
範
そ
れ
自
体
を
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
四
条
の
法
規
範
に
即
し

て
、
ご
く
基
本
的
に
い
う
と
、
敷
地
の
構
成
部
分
と
し
て
の
住
居
に
つ
い
て
の
、
賃
貸
人
の
所
有
権
の
保
障
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
地
か
ら
み

て
、
あ
ま
り
に
強
く
侵
害
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
地
か
ら
み
て
、
賃

貸
人
が
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
所
有
権
に
対
す
る
介
入
は
、
基
本
法
一
四
条
二
項
に
も
と
づ
く
所
有
権
の
社
会
的
な
義
務
性
・

社
会
的
な
拘
束
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
34
）。

自
己
の
住
居
を
再
び
掌
握
し
よ
う
と
す
る
所
有
権
者
で
あ
る
賃
貸
人
の
利
益
と
、

当
該
住
居
に
つ
い
て
の
占
有
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
賃
借
人
の
利
益
が
対
立
す
る
な
か
で
（
35
）、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
（
な
い
し
旧
五
六
四
ｂ
条
）
は
基

本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
意
味
に
お
け
る
所
有
権
を
制
限
す
る
法
規
で
あ
る
が
、
こ
の
法
規
範
の
解
釈
・
適
用
に
際
し
て
は
、
私
的
な
所
有
権
が
基

本
法
上
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
社
会
的
に
正
当
に
所
有
権
を
行
使
す
る
と
い
う
要
請
が
、
同
等
に
考
慮
さ
れ
、
均
衡
の
取
れ
た
関
係
へ

と
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
36
）、

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

住
居
使
用
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
賃
貸
人
の
解
約
告
知
か
ら
賃
借
人
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に
も
と
づ
い

て
賃
貸
人
に
帰
属
し
う
る
権
利
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
契
約
自

由
（
特
に
、
内
容
上
の
形
成
の
自
由
）
と
い
う
基
本
権
（
37
）に

も
と
づ
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
憲
法
上
の
評
価
の
た
め
の
基
準
は
、
基
本
法
一
四
条
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
法
領
域
は
、
民
法
の
財
産
法
と
い
う
枠
の
な
か
で
み
る
と
、
本
質
的
に
、
主
と
し
て
、
物
権
法
の
領
域
で

五
三



住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

五
四

あ
る
（
38
）、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
問
題
と
な
る
法
領
域
が
、
債
権
（
債
務
）
法
の
領
域
か
ら
、
物
権
法
の
領
域
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
こ
の
点
に
も
、
ま
え
も
っ
て
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
裁
判
例
の
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
点
は
、「
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
判
断
枠
組
み
の
再
構
成
を
模
索
す
る
」
と
い
う
本
稿
の
試
み
に
か
か
わ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

（
1
）
内
田
勝
一
「
借
地
・
借
家
の
法
律
関
係
│
金
銭
給
付
に
よ
る
中
間
的
解
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
八
二
八
号
（
一
九
八
五
年
）
一
一
二
頁
。

（
2
）
鎌
田
薫
、
安
永
正
昭
、
寺
田
逸
郎
「
不
動
産
法
セ
ミ
ナ
ー
（
第
一
回
）

連
載
開
始
に
当
た
っ
て
」
ジ
ュ
リ
一
二
八
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
三
二
頁
。

（
3
）

Jen
s

P
eter

M
ein

cke,“M
ietrech

t
u

n
d

V
erfassu

n
gsrech

t”,
E

n
tw

ic
k

lu
n

g
e
n

in
d

e
r

W
o
h

n
u

n
g
s
p

o
litik

,1994 ,S
.134 .

（
4
）
た
と
え
ば
、
さ
き
に
引
用
し
た
内
田
教
授
の
論
述
参
照
。

（
5
）
拙
著
『
ド
イ
ツ
借
地
・
借
家
法
の
比
較
研
究
│
存
続
保
障
・
保
護
を
め
ぐ
っ
て
│
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
使
用
賃

貸
借
法
の
新
た
な
展
開
と
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
」
京
園
二
〇
〇
三
年
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
〇
頁
以
下
参
照
。
以
下
、
基
本
的
に
、
特
に
参
照
頁
を
示
す
こ

と
な
く
引
用
す
る
。

（
6
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
5
）
五
〇
頁
以
下
。

（
7
）
た
と
え
ば
、B

lan
k/B

örstin
gh

au
s/H

u
bert

B
lan

k,
M

ie
te

,2 .A
u

fl.,2004 ,§573
R

n
.1 .

（
8
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ
条
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
拙
著
・
前
掲
注
（
5
）
一
四
六
頁
以
下
。

（
9
）

S
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in
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olfs,
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s
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e
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b
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e
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R
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h

e
n

e
r

K
o
m

m
e
n

ta
r

z
u

m
B

ü
r
g
e
r
lic

h
e
n

G
e
s
e
tz

b
u

c
h

B
a

n
d
3

S
c
h

u
ld

r
e
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o
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d
e
r
e
r

T
e
il

I,
4 .

A
u
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2004 ,

§573
R

n
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32 ,
33 ,
34 ,
66 ;

B
lan

k/B
örstin
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au

s/B
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k

（F
n

.7

）,§573
R

n
.1 ,31 ;

H
arald

K
in
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V
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Z

e
its

c
h
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M
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R

a
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t,2001 ,S
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（
10
）

S
tau

d
in

ger/R
olfs

（F
n

.9

）,§573
R

n
.48 ;

M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/H
äu

blein

（F
n

.9

）,§573
R

n
.2 ,10 ,33 ;

B
lan

k/B
örstin

gh
au

s/B
lan

k

（F
n

.7

）,§573
R

n
.31 ,

76 .

拙
著
・
前
掲
注
（
5
）
一
四
七
頁
、
二
四
三
頁
も
参
照
。

（
11
）
た
と
え
ば
、
村
上
淳
一
「
ド
イ
ツ
法
」
田
中
英
夫
ほ
か
著
『
外
国
法
の
調
べ
方
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
二
〇
一
頁
以
下
、
田
沢
五
郎
『
ド
イ
ツ
政
治

経
済
法
制
辞
典
』（
郁
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
六
六
頁
、
初
宿
正
典
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
樋
口
陽
一
ほ
か
編
『
解
説
　
世
界
憲
法
集
』（
改
訂
版
、
三
省
堂
、
一
九
九

三
年
）
一
六
四
頁
。

（
12
）
戸
波
江
二
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
現
状
と
そ
の
後
」
ジ
ュ
リ
一
〇
三
七
号
（
一
九
九
四
年
）
五
三
頁
。

（
13
）
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
決
定
」
と
は
、
わ
が
国
の
訴
訟
法
に
お
け
る
狭
義
の
「
決
定
」
だ
け
で
は
な
く
、「
判
決
」
や
「
処
分
」
等
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
と
す
る
、

初
宿
・
前
掲
注
（
11
）
一
八
九
頁
の
理
解
に
従
う
。

五
五



住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
（
一
）

五
六

（
14
）
た
と
え
ば
、
初
宿
・
前
掲
注
（
11
）
一
六
四
頁
、
一
八
九
頁
、
村
上
・
前
掲
注
（
11
）
二
〇
二
頁
。

（
15
）
た
と
え
ば
、
初
宿
・
前
掲
注
（
11
）
一
六
四
頁
、
戸
波
・
前
掲
注
（
12
）
五
四
頁
、
田
沢
・
前
掲
注
（
11
）
六
六
頁
。

（
16
）
た
と
え
ば
、
戸
波
・
前
掲
注
（
12
）
五
四
頁
、
田
沢
・
前
掲
注
（
11
）
六
六
頁
。

（
17
）
た
と
え
ば
、
村
上
・
前
掲
注
（
11
）
二
〇
一
頁
以
下
、
戸
波
・
前
掲
注
（
12
）
五
四
頁
、
田
沢
・
前
掲
注
（
11
）
四
頁
、
三
二
八
頁
。

（
18
）
た
と
え
ば
、
松
本
和
彦
「
ド
イ
ツ
基
本
権
論
の
現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
二
四
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
八
九
頁
、
ユ
ッ
タ
・
リ
ン
バ
ッ
ハ
（
青
柳
幸
一
訳
）「
ド
イ

ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
五
〇
年
」
ジ
ュ
リ
一
二
一
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
七
頁
。

（
19
）
た
と
え
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
│
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
　
カ
ナ
ー
リ
ス
（
山
本
敬
三
訳
）「
ド
イ
ツ
私
法
に
対
す
る
基
本
権
の
影
響
」
法
学
論
叢
一
四
二
巻
四
号
（
一
九
九
八
年
）

三
頁
以
下
、
リ
ン
バ
ッ
ハ
・
前
掲
注
（
18
）
五
七
頁
。

（
20
）
た
と
え
ば
、
初
宿
・
前
掲
注
（
11
）
一
八
九
頁
、
田
沢
・
前
掲
注
（
11
）
三
二
八
頁
。

（
21
）
カ
ナ
ー
リ
ス
・
前
掲
注
（
19
）
四
頁
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
は
、
同
時
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
部
分
的
に
さ
ら
な
る
上
告
審
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
い
う

「
超
上
告
審
」
の
問
題
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
カ
ナ
ー
リ
ス
・
前
掲
注
（
19
）
三
頁
以
下
）。
な
お
、
判
決
に
対
す
る
憲
法
訴
願
手
続
に
お
け
る

「
超
上
告
審
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
畑
尻
剛
「
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
上
）（
下
）」
ジ
ュ
リ
一
一
〇
六
号
（
一
九
九
七
年
）
七

四
頁
以
下
、
一
一
〇
七
号
（
一
九
九
七
年
）
七
九
頁
以
下
参
照
。

（
22
）
た
と
え
ば
、
松
本
・
前
掲
注
（
18
）
一
八
九
頁
以
下
。

（
23
）
た
と
え
ば
、
松
本
・
前
掲
注
（
18
）
一
九
〇
頁
。

（
24
）
カ
ナ
ー
リ
ス
・
前
掲
注
（
19
）
二
頁
以
下
、
松
本
・
前
掲
注
（
18
）
一
九
〇
頁
以
下
。
な
お
、
リ
ン
バ
ッ
ハ
・
前
掲
注
（
18
）
五
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
25
）
松
本
・
前
掲
注
（
18
）
一
九
三
頁
。

（
26
）
た
と
え
ば
、
広
渡
清
吾
「
コ
メ
ン
ト
　
憲
法
と
民
法
│
そ
の
関
係
の
多
元
主
義
的
理
解
」
法
時
七
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
八
頁
。

（
27
）
た
と
え
ば
、
カ
ナ
ー
リ
ス
・
前
掲
注
（
19
）
一
三
頁
に
よ
る
と
、
基
本
権
は
原
則
と
し
て
私
法
へ
の
変
換
を
必
要
と
し
、
こ
の
変
換
は
ま
ず
第
一
に
私
法
の
一
般
条
項

を
通
し
て
行
わ
れ
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
際
に
基
本
権
が
最
高
の
基
準
と
し
て
援
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
の
、「
間
接
的
第
三
者
効
」
説
が
、
今
日
、

ド
イ
ツ
で
は
全
く
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
28
）
こ
の
理
論
に
も
と
づ
く
第
三
者
効
力
論
を
参
考
に
し
て
、
私
人
間
効
力
論
を
新
た
に
開
拓
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
戸
波
江
二
「
国
の
基

本
権
保
護
義
務
と
自
己
決
定
の
は
ざ
ま
で
│
私
人
間
効
力
論
の
新
た
な
展
開
」
法
時
六
八
巻
六
号
（
一
九
九
六
年
）
一
二
六
頁
）
の
が
、
わ
が
国
の
私
法
学
者
の
な
か
で



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

は
、
周
知
の
よ
う
に
、
山
本
敬
三
教
授
の
立
場
で
あ
る
。
代
表
的
な
業
績
と
し
て
は
、
山
本
敬
三
「
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
私
的
自
治
（
一
）（
二
）
・

完
│
私
法
関
係
に
お
け
る
憲
法
原
理
の
衝
突
│
」
法
学
論
叢
一
三
三
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一
頁
以
下
、
一
三
三
巻
五
号
（
一
九
九
三
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
29
）

M
ein

cke
（F

n
.3

）,S
.133 ff.

（
30
）

M
ein

cke

（F
n

.3
）,S

.138 .

（
31
）

S
tau

d
in

ger/R
olfs

（F
n

.9

）,§573
R

n
.45 .

（
32
）

M
ein

cke

（F
n

.3

）,S
.138

（F
n

.19

）.

（
33
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
法
上
の
所
有
権
の
概
念
・
内
容
と
、
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
│
現
在
の
学
説
の
概

観
的
な
確
認
と
ヨ
ホ
ウ
物
権
法
部
分
草
案
の
検
討
│
」
西
南
三
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
34
）

M
ein

cke

（F
n

.3

）,S
.138 .

（
35
）

M
ein

cke

（F
n

.3

）,S
.139 .

（
36
）

M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/H
äu

blein

（F
n

.9

）,§573
R

n
.5 .

（
37
）
た
と
え
ば
、
カ
ナ
ー
リ
ス
・
前
掲
注
（
19
）
七
頁
、
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
38
）

M
ein

cke

（F
n

.3

）,S
.138 ff.

五
七


